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中学校生徒指導に関する諸規定について 

１ 生徒心得 
⑴ 中学生としての心得 

ア 本校生徒としての自覚をもち，責任ある態度をとる。また，社会道徳を守り，法律
を遵守する。 

イ 互いに礼儀を重んじ尊敬し合うこと。あいさつは学校の内外を問わず，常に実践
する。 

ウ 服装規定を守り，身だしなみを整える。 
⑵ 校内での心得 

ア 学習の場であることを意識した行動を心がける。 
イ 無断で校外に出ない。また，指定箇所以外からの出入りはしない。 
ウ 学校生活に不要なものは校内に持ち込まない。また，学校備品を使用する際は係
の先生の許可を得て使用し，使用後は元の場所に返す。特別教室の利用については

管理の先生の許可を得る。 
※ 不要物については，「学習に必要なものであるか」・「他の人に迷惑をかけない
か」という基準をもとに考える。 

⑶ 校外での心得 
ア 生徒のみでの日没以降の外出は原則認めない。日没後の外出は保護者同伴また

は保護者の責任のもとで行うようにする。 
イ 外泊は認めない。特に友人宅への外泊は禁止する。ただし，親族・親戚宅での
外泊等，保護者が承諾し責任をもてる場合はこの限りではない。 

ウ カラオケボックスの利用は保護者同伴とし，生徒だけでの利用は認めない。 
２ 服装・身なりのきまり   
⑴ 制服                                               

 〈男子〉                                               
① ズボン 

黒の標準学生ズボン（ノータックで標準マーク入り）。変形ズボンは認めない。ベ
ルト（黒または茶で，幅は３～４cm程度で装飾のないもの。ベルト通しも極端になら
ないこと）を必ず着用する。  

② 夏の上着 
白の半袖開襟シャツ。胸ポケットに指定のネームを付ける。 

③ 冬の上着 
黒の標準服。ボタンは標準服についているものを使用し，装飾の付いたものは使用

しない。袖口はチャック付きやホック付のものにならないようにする。 
④ 中間服の上着 

白の長袖カッターシャツまたは白の半袖開襟シャツ。胸ポケットに指定のネーム
を付ける。      

〈女子〉              
① スカート 

濃紺のスカート。長さは膝が見えない程度とする。         

② 夏の上着 
白の半袖セーラー服（襟は３本の白線入りで，白の胸当てがあるもの）。紺のスカ

現在，検討中です。 
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ーフを着用する。胸ポケットに指定のネームを付ける。  
③ 冬の上着 

濃紺のセーラー服（襟は３本の白線入りで，白の胸当てがあるもの）。白のスカー
フを着用する。胸ポケットに指定のネームを付ける。 

〈男女共通〉 

ア 学校指定の制服を着用する。 
イ 与論中学校の生徒として，恥ずかしくない身なりを心がける。 

ウ 男子のシャツ・女子のセーラー服の下に着用するものの色は白・黒・紺・グレーな

どの華美でない肌着とする。カラーＴシャツやイラスト，文字の入っているＴシャツ

の着用は禁止する。 

エ 防寒着として，白・黒・紺・グレーのセーター等の着用を認める。薄手の防寒着と
してのインナーの着用は認める。色は白・黒・紺・グレーなどの華美でないものとす
る。セーターや長袖のインナーを着用する際は，襟，袖，ウエストから見苦しく見え
ないようにする。黒タイツの着用も認める。 
※ 手袋，マフラー，ネックウォーマー等の着用は認める。ただし，華美にならない
ようにする。校舎内では外すこととする。 

オ 更衣は夏を５月，冬を 11月を目安とし，12月と 1月は原則冬服を着用する。それ
以外の時期は気候や体調によって各自で着こなす。その際，一時的な防寒着として学
校指定のジャージの着用を認める。 

カ ネームは，各自，香文堂で購入すること。 
キ 学校指定のポロシャツの着用は認める（12月と 1月以外）。ただし，儀式的行事や
体育の授業・運動系の部活動での着用は認めない。 

⑵ 靴下は白または黒色でワンポイント。くるぶしが見えない程度の長さとする。 
⑶ 靴は白色で，白のひもつき運動靴とする。 
⑷ カバン 

ア 学校で指定されたカバンを使用する。 
イ 補助バッグは学校指定のもので，体育服や部活動の道具など，学生カバンに入
らないものを入れるために使用する。 

ウ カバン・補助バッグにつけてよいキーホルダーの数は各１個までとする。 
⑸ スリッパは学校指定のものを使用する。 
⑹ ジャージ及び体育服は，学校指定のものを使用する。 
⑺ 頭髪 
ア 髪型は，一般的常識的感覚で判断して，中学生らしいさっぱりとした活動的な髪
型とする。 

イ 男子の髪型 
・ 前髪の長さは，自然な状態で目にかからない程度とする。 
・ 横は耳にかからない程度とし，もみあげは耳の下までとする。 
・ 後ろは襟にかからない程度とする。 
・ そり込み，パーマ（ストレートパーマを含む），ヘアアイロン，染色，脱色等
や整髪料の使用は認めない。 

ウ 女子の髪型 
・ 前髪の長さは，自然な状態で目にかからない程度かピンで留める。 
・ 肩にかかる場合は，耳より下の位置でゴムで結ぶ。（ゴムの色は黒・紺・茶） 
・ 横髪は落ちてこないように，切るかピンで留める。 
・ カール，パーマ（ストレートパーマを含む），ヘアアイロン，染色，脱色等や
整髪料の使用は認めない。 

⑻ その他 
ア 眉そり(眉いじりも含む)は禁止する。 
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イ マニキュア，ピアス，エクステ等の装飾品の使用や化粧は禁止する。 
ウ 櫛以外の整髪用具，及びその他の化粧用具等は持参しない。 
エ 制汗剤・日焼け止めは無香料のものに限り認める。ただし，使用時間，場所を
守ること。 

オ 水筒の持参を年間を通して認める。中身は水かお茶を原則とするが，熱中症対
策のためスポーツドリンクを許可することもある。 

 


